
　など、各助成金をご利用できる可能性があります。詳しくは各役場へご相談ください。

　　　教育訓練給付制度のご案内     R8.4月～

受講料金の２０％がハローワークから戻ってきます！（条件あり：上限１０万円）

〇雇用保険に１年以上加入している方が対象となります。

※離職されている方も離職後１年未満であれば支給対象となる可能性があります。

※教育訓練給付制度の他に、秋田市資格取得助成金・男鹿市資格取得助成金・男鹿市資格取得助成金

６　　大型自動車教習（中型８ｔ免許所持者）

〈給付金指定講座・料金一覧〉
１　　大型特殊自動車・車両系建設機械（普通免許以上所持者）

　　　　a総受講費用　１４１，７１０円　　b給付金支給額　２６，８４６円　　a-b＝１１４,８６４円

２　　けん引自動車教習（普通免許以上所持者）

　　　　a総受講費用　１５４，１１０円　　b給付金支給額　２９，０６２円　　a-b＝１２５,０４８円

３　　中型自動車教習（準中型５ｔ免許所持者）

　　　　a総受講費用　１６７，９００円　　b給付金支給額　２９，４８０円　　a-b＝１３８,４２０円

４　　大型自動車・けん引自動教習（中型８ｔ免許所持者）

　　　　a総受講費用　４２８，７１０円　　b給付金支給額　７９，４４２円　　a-b＝３４９,２６８円

５　　普通二種教習（中型８ｔ免許所持者）

　　　　a総受講費用　２３０，３４０円　　b給付金支給額　４４，４６２円　　a-b＝１８５,８７８円

　　　　a総受講費用　６４４，８２０円　　b給付金支給額　１２１，１６８円　a-b＝５２３,６５２円

　　　　a総受講費用　２９１，１００円　　b給付金支給額　５３，６８０円　　a-b＝２３７,４２０円

７　　大型特殊自動車・けん引自動車教習（普通免許以上所持者）

　　　　a総受講費用　２４０，０２０円　　b給付金支給額　４４，７４８円　　a-b＝１９５,２７２円

８　　大型自動車・大型特殊自動車・車両系建設機械講習（中型８ｔ免許所持者）

　　　　a総受講費用　４１６，３１０円　　b給付金支給額　７７，２２６円　　a-b＝３３９,０８４円

９　大型特殊自動車教習（普通免許以上所持者）

　　　　a総受講費用　１０２，４１０円　　b給付金支給額　１８，９８６円　　a-b＝８３,４２４円

１０　車両系建設機械講習（大型特殊免許所持者）

　　　　a総受講費用　３９，３００円　　　b給付金支給額　７，８６０円　　　a-b＝３１,４４０円

１１　大型自動車・大型特殊・けん引・車両系建設機械・フォークリフト・玉掛け・小型移動式クレーン

　　　（中型８ｔ免許所持者）

　また、すでに各種資格をお持ちの方、訓練の途中で他機関などで資格を取得する方もご注意ください。

１２　大型自動車教習（準中型５ｔ免許所持者）

　　　　a総受講費用　３５１，６００円　　b給付金支給額　６５，７８０円　　a-b＝２８５,８２０円

１３　フォークリフト講習（普通免許所持者）※４日間コースのみ

　　　　a総受講費用　３７，０００円　　　b給付金支給額　７，４００円　　　a-b＝２９,６００円

　八郎潟太平自動車学校　０１８－８７５ー２１４５
※上記以外の資格の組み合わせについては、指定講座となっていないため給付金制度を利用できません。


